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まえがき 

さい きん ，水資源問題の 調査に参加する 機会 

にめぐまれ， ), 会計のサービス・エリアの 限界 

( それは同時に 拡大の機会をも 暗示しているの 

であ るが ) といったものを 改めて考えさせられ 

る 問題にぶつかっだ。 手短かにいえば ， こんな 

問題であ る。 

ダムを建設するぱあ い，その建設費は 通常 水 

通事業体や電力会社等々そのダムの 利用者が負 

担する。 そして，たとえば 水道事業体では ， こ 

の負担の対価として 獲得したダム 使用権 を一定 

年数 ( たとえば 55 年 ) で償却し， この償却費を 

水道料金に含めて 回収する。 また， ダムの維持 

・管理につ。 てほ， 年々の管理費・ 修繕費 等 ほ 

これまた利用者の 負担であ り，水道事業体のば 

あ い ほ ， ダム使用権 の償却 費 と同様に，水道料 

金の一部を構成することになる。 

残るのは， ダムそのものの 資本維持の問題で 

あ る。 ダムの耐用年数は 80 年とされているけ 

れども，現在の 行政実務のレベルでは ，いわゆ 

る減価償却費の 計上による資本維持の 会計手続 

はとられていないようであ る。 かつて，愛知用 

太公団における 減価償却問題をとりあ げた西川 

義朗教授が「この 種の公団の実体資本維持は ， 

設備資産自体の 補修や局部的取替等によって 実 

質的に保たれ ， またその費用は ， この公団では 

受益者が負担する 建前になっている。 ・…‥もっ 

とも公団としては ，固定資産に 対し本来の減価 

償却手続を施す 必要はなかったものと 考えられ 

る。 」 2) といわれているのは ，現行実務の 考え方 

を敷伸したものといえるのであ る。 一般的にい 

えば，会計学の 常識からすれば ，所与の事業体 

が費用補償の 経済 体 と規定されるかぎり ， これ 

で 問題は終りであ る。 

しかし，わが 調査グループは ，多少ちがった 

見方をするのであ る。 だとえば，利根川水系と 

か木曽川水系とか L づ ような水系別に 水の需給 

システムを考え ， このシステムが 効率的かっ永 

続的に運営できるような 会計システムを 構築 

し， こうした地域社会会計的会計単位の 枠組み 

のなかで水資源にかんする 緊急課題の解決をは 

かろうと考えるのであ る。 そのひとっの 提案 

は ，基金制度の 導入であ る。 

まず，先発ダムと 後発ダムの間には 当然原水 

コストの較差があ るが，最も高い 限界的原水 コ 

ストのレベルで 平準化を考えるとすれば ，既得 

の 安い原水コストの 恩恵をさげている 最終受益 

者 は，その恩恵の 程度に応じて 基金を拠出すれ 

ばよい。 基金拠出額 は 受益者が依存するダム 施 

設ごとの原水コストにもとづいて 算出するが， 

このばあ い，原水コストの 較差の原因を 物価 調 

整分 と開発効率の 低下による部分とに 分 け ，前 

者を均等に，後者を 水需要について 価格弾力性 

の大きい受益者に 対して累進的に ，それぞれ賦 

課する。 このシステムに 節水効果をもたせるた 

めであ る。 さて， ダムの資本維持についてこの 

基金は最も効果的に 貢献する。 

「拠出された 基金は，水需給システムの 安定 
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的 かつ大統的な 維持のためにシステム 全体に帰 

属すべき資金であ って特定事業体に 帰属する水 

道料金の一部と 考えられてはならない。 従って 

基金は有利に 運用され，基金の 取崩しや基金か 

ら生じる果実 ( 収益 ) の使途は，基金徴収経費 

のほか原則として 水資源施設の 改築・俊傑・ 水 

源林の整備等， システム全体の 保全 肛 とって有 

益な目的に限定されるべきであ る。 すなわち制 

度に資本維持機能を 内蔵 させるのであ る。 」 舖 

現行実務とこの 原田提案との 距離を埋めるに 

は，かなり時間がかかるであ ろう。 しかし，水 

資源問題の現実は ，こうした構想に 接近するこ 

とを切実にもとめている ， というのが筆者の 感 

想であ る。 

さて， 、 クロ会計とマクロ 会計という主題を 

かかげる本稿の 冒頭にあ えて水資源問題をとり 

あ げたのは，この 問題がまさしくこの 主題のも 

つ現実的な意味をう き ばり に してくれるからで 

あ る。 この調査の参加者のひとりであ る河野正 

異教授が指摘するのもこの 点であ ろう。 

「水資源確保の 費用を誰にどのように 負担さ 

せるかは，優れて 政策的な問題ではあ るが，政 

策論を展開するためには ，その基礎として 適切 

な 会計資料が必要であ る。 つまり特定の 河川に 

あ るダムの原水コストの " ラッキの実態の 把 

握，衡平化および 資本維持等の 観点 よ り原水コ 

ストの，ラッキの 是正策を提案する 場合の諸計 

算等は，河川流域を 一つの会計 ヱ ンティティ と 

する会計問題であ る。 一方，将来， 仮 りに，特 

定の河川流域全体が 一つの用水事業体ないし 水 

通事業体のサービス 区域とされるようなことが 

あ れば，原水コストの 格差問題は， この事業体 

内の原価計算の 問題となろ う 。 この意味で， 上 

下流問題は ， ; クロ会計とマクロ 会計の接点を 

なす問題といえる。 」 " 

水資源の問題のように 国民生活に直結する 問 

題についても ，会計のかかわり 方には ニ ，アン 

ス があ る。 私どもはこの 問題を「生態会計」と 

いう枠組みにとりいれて 考えようとするもので 

あ るが， 「，クロ会計とマクロ 会計」という テ 

一 ％は ，生態会計を 構築するりえで 最も基本的 

な命題のひとっであ ると考えられるのであ る。 

1.  生態会計の構図 

生態会計という 講座は，本学経営学部に 昭和 

49 年に創設されたものであ るが，その名称にふ 

さわし い 堅確な理論的枠組みを 形成するにはま 

だ多少時間がかかるといわざるをえない。 しか 

し， 全くプランがな いわ げではない。 かって次 

のような構図を 提示しだことがあ る。 

企業やその他，クロ・レベルのあ らゆる経済 

主体や国民経済が ，生態的視点をもって 運営さ 

れなければならないという 現代的状況のなか 

で，私的資本配分と 社会的資本配分の 調整によ 

って社会的な 生態的 " ランスを維持するのに 役 

立つ会計データの 測定・伝達のシステムを 構築 

しょうとする 新しい会計領域であ る。 

かような生態的視点の 導入は， グロー " ルな 

環境破壊の深刻さの 反映 仁 ほかならな L. 、 が ，問 

題の焦点は， この生態的視点をどのレベルで 適 

用するかにあ る。 すなわち，端的に 公害管理会 

計 として体系化するのか ， あ るいは， いっそう 

ラディカルに ，現在企業社会会計として 展開し 

ている会計の 社会・経済的視点の 一歩先にあ る 

統合的視点としてこれをとらえ 新しい会計領域 

を構想するのか ， これが今後の 研究課題であ ろ 

ぅ 。 さしあ たりは，社会的費用の 認識・測定・ 

および内部化の 問題，企業その 他の経済主体の 

社会責任会計の 諸問題，あ るいは社会福祉の 測 

定問題を関心領域とする 研究が要請されよ う 。 

こうした研究の 枠組みを形成すると 考えられ 

るいくつかのポイントをあ げれば，次のとおり 

であ る。 

㈲ 企業会計二会計という 会計観を脱却し ， 

、 クロ会計 ( 家計，企業会計，政府会計，およ 

びその他の非営利団体会計 ) と マクロ会計 ( 社 

会会計ないし 国民経済計算の 諸システム ) の二 

つの会計領域に 視野を拡大すること。 
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㈹ ，クロ会計とマクロ 会計の連環を 形成す 

ること，公害問題を 例にとれば， アメリ ヵ で 

は ， ，クロ，レベルの 家計・企業・ 政府各部門 

における公害防除費や 公害防除投資は ，マク p 

・レベルで公害防除支出勘定 CGNP 計算の補 

足 システ ム ) として集計されている。 画会計間 

のこの連環方式は ， 最も基本的な 原型といえる 

ものであ って，企業社会会計の 他の分野にも 適 

用されるべ き 方式であ ろう。 ここでとくに 注意 

しなければならないのほ ， ， ク Ⅰ会計における 

- マクロ的集計に 耐えうる会計数値」の 重要性 

であ ー ， て ，たとえば， ァブト の社会的貸借対照 

表や社会的損益計算書にみられるような 過度の 

帰属計算の採用にほ 慎重でなければならない ， 

(3)  ミクロ会計とマクロ 会計のいずれにおい 

ても，従来の「財務報告 - に加えて「社会報 

告 - が 要求されている 現状を踏まえるこ 、 。 マ 

クロ会計の しベ " では ， NNW のような「修正 

社会会計」 ( 貨幣計算 ) と「社会指標」 ( 非貨幣 

的 統計 ) の二つの方式に よ る「生活の質 j を中 

心とする社会報告が 展開されており ， ，クロ 会 

計の レベルでは，企業その 他の経済主体の 社会 

的 貢献にかんする 社会報告が要請されている。 

生態会計も社会報告の 流れに沿って 出現した 会 

計 領域であ り，上述の二つの 方式による接近が 

必要となろ う 。 とくに，そこでは 会計と統計と 

の接合の問題がクローズ ァヅブ されるのであ 

る " 

(4)  ミクロ会計のレベルでは ，すでに「会計 

監査」の制度が 確立しているが ，社会報告の 会 

計を現実的に 制度化するためには「社会監査」 

の制度を創設しなければならない。 

は上のような 理論的枠組をもって ，流動的な 

; 生態的，ラシスの 維持」の社会的要請に 対応 

してゆこうとするのが ，生態会計の 構図であ 

る 5, 。 
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行っている。 

公害管理会計として 体系化する方向は ， あ る 

意味で生態会計の 原点であ り，企業社会会計の 

基礎にあ る社会・経済的視点を 超えて人間の 生 

存そのものにつながるいわば ノ 、 間的視点に立つ 

基本的方向であ る，しかし，ひとたび 企業ない 

し企業会計の 枠が介在するばあ いには直哉的に 

人間的視点を 興徹することほ 困難であ る。 そこ 

で，ひとまず「企業の 社会的責任」という 企業 

社会会計の枠組のなかに 公害管理会計を 包托 

し，企業社会会計の 社会的定着を 挨ってはじめ 

て社会・経済的視点を 超える総合的視点にた ， 

て 環境創造を含む 高次の生態的問題にとり くむ 

可能性がでてくるのではないか ， というのが 当 

初の予想であ った，しかし ， 日本の現在の 社会 

体制ないし企業体制を 所与とするかぎり ，公害 

管理についても 社会的責任についても ， さした 

る ，宿報要求は 社会のどこからもでてこないので 

あ る。 

つまり，企業会計という 枠組を考えるかぎ 

り ，現段階では ， 公害管理会計として 体系化す 

るみ ちは生態会計の 倭 小 化につながり ，社会・ 

経済的視点を 超える統合的視点へのみち ほ 企業 

社会会計の停滞とその 運命をともにするほかな 

いと断ぜざるをえたいのであ る。 

こうしたゆ き づまりの状況のなかで ，水資源 

問題への会計的 ァ ブローチは，生態会計の 構想 

についていかなる ィ， " ク，を 与えるのであ ろ 

ぅか 。 とりわけ， ; クロ会計とマクロ 会計とい 

う主題に焦点を 合わせると ぎ ，いかなる論点が 

ぅかぴあ が。 てくるのであ ろうか。 

II.           クロ会計とマクロ 会計 : の会計 観 

第一の論点とおもわれるのは ，やはり会計観 

の 問題であ ろう。 われわれが企業会計二会計 と 

いう会計観からの 脱却を強調してきたことは 周 

知のところであ るが， さぎの拙稿は ， 次のよう 

な補足を加えている ， 

「，クロ会計と っクコ 会計を包括する 会。 ト観 
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の 普及はたしかに 困難な問題であ る。 会計は い 

まや客観化された 会計原則をもち ， これを支え 

る会計士その 他の専門家集団をもち ， さらにこ 

れに付随する 試験制度をも 確立している。 こう 

した意味で制度化の 進んだ現在の 会計の枠内で 

み ぎの会計観を 普及させることは 不可能にちか 

い， といわざるをえない。 しかし，私見に ょ れ 

ば，今回の調査の 実感からいえば ，マク コ 会計 

的発想を下敷にすることによって ， ，クロ会計 

レベルにおける 企業以外の経済主体に 会計の論 

理を適用することの 重要性をいっそう 強く認識 

できるのであ って，会計観の 転換 は ，相変らず 

第一の要請であ る。 」 " と 。 

多少解説めくが ， 「マクロ会計的発想云々」 

ほ ついてほ再度補足する 必要があ ろう。 い う ま 

でもなく，われわれが「会計」として 関心をも 

っ領域 は ，図示してみると ，次のようなもので 

あ る。 

得 会計を例にとれば ，それほ，国民経済全体の 

経済活動を通常，家計，企業，政府，および 海 

外の 4 部門間の取引としてとらえ ，これらの取 

引を各部門における 所得，支出，資本の 諸勘定 

からなる一大勘定体系によって 組織的に把握 

し ，こうした数字の 集計によって 国民所得 = 

国民生産物 を算出する会計であ る。 もちろ 

ん， この勘定体系は 現実的に存在するものでほ 

ないが，国民経済全体の 経済活動を勘定体系と 

して描写できるということは ，そこに会計的 思 、 

考の機能する 可能性が潜在すると 考えてもそう 

不当ではないであ ろう。 

たしかに， ，クロ会計とマクロ 会計とは，お 

なじく会計といっても ，明らかに異質のもので 

あ る。 いまのところ ， 2 つの会計に共通する 会 

計の一般理論は 確立していない。 しかし， この 

商会計をおなじ 会計の属と考えようとする 会計 

観の変遷の過程は ，いわゆる「社会会計研究」 

財務会計 

管理会計   
その他の非営利団体会計 

  家 計 

国民所得会計 

投入産出会計 
マクロム き   国際収支表 

国民貸借対照表 

( 会計学の立場から 社会会計にとりくむ 研究 ) 

の歴史のなかに 鮮明にとらえられるのであ る。 

ここでは，会計 観 の問題に即してその 軌跡を素 

描してみよう。 

「、 クロ会計とマクロ 会計」の会計鋭形成の 

発端は，英国のブレイ CF. S. Bray) の「経済 

会計」であ る。 ブレイ理論は ，社会会計の 原理 

や様式を企業をはじめとするあ らゆる経済主体 

の会計に導入しょうとする 試みであ り，あ らゆ 

る 会計ェンティティ 一に適用できる 標準的勘定 

，クロ会計は ，社会一般に 認められた会計原 

則という社会的な 約束のもとに 成り立つ会計で 

あ り，会計 ェ ンティティの 性格によって 差異が 

あ るにせよ，多くの 制度的制約を ぅ げている。 

これに対して ，マクロ会計は ，基本的には 経済 

理論に依拠する 一国の経済計画と 経済報告のた 

めの会計であ り，監査というような「クロ 会計 

レベルでの制度的制約からは 自由であ る。 

したがって ， 、 クロ会計は ， 個々の経済主体 

ぽかんする制度的な 会計処理にその 関心を集中 

せざるをえないが ，マクロ会計は 個別の経済主 

体の立場にはとらわれない。 たとえば，国民所 

体系をデザインすることによって、 クロ会計と 

マクロ会計の 勘定的統合を 果そうとするもので 

あ った。 「経済学的諸概俳仁もとづく 新しい会 

計デザイン」と 表現できる構想であ る。 この構 

想は，現在， プラン・コンタブル・ ジ，ネ 、 ラル 

を 英輔とするフランス 会計の実践のなかに 活か 

されているが ，英国では， 1957 年， スタム プ ・ 

マーティン講座の 終焉とともに 消 減してしまっ 

たのであ る 7, 。 

まぎれもなく ， ブレイ理論は ，企業会計と 社 

会会計の勘定的統合という 構想のなかに「，ク 

ロ会計とマクロ 会計」というテーマを 内包して 
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いだのであ るが， この段階でほ ， 「クロのレベ 

ルでもマクロのレベルでも ， このテーマが 顕在 

化する状況は 熟していなかったのであ る， 

「，クロ会計とマクロ 会計」の会計観の 形成 

をいっそう推進したのは ， ユー CS.C. Yu) と 

マテ シッチ (R.  Mattessich)  であ る。 ニーは 

「，クロ会計とマクロ 会計」の命名者であ り， 
  
。 。 玉 @licroaccounting  and  h 在 acroaccount ㎞ g"(The 

Accounting  RevieW  January  l966)  のたかで、 

商会計の異同性を 分析し，面会計をつなぐ オ ベ 

レーシ。 テ ル な 理論を追究した 先駆的研究者で 

あ る。 しかし「「クロ 会計とマクロ 会計」の会 

計観に決定的な 基礎を提供したのほ てテ シッチ 

であ った。 かれの "AccountingandAnalytical 

Methods" (1964) は，会計に対する 公理的アプ 

ローチの展開であ り， ，クロ会計とマクロ 会計 

に共通する 18 個の基礎的双提 ( 属性ない L, 特質 ) 

を抽出し， この諸前提の 公理系によって 会計の 

数学的構造を 提示するという 方法で「会計 --- 

般 」を画定したのであ った。 

マテ シッチ理論の 出現によって「，クロ 会計 
とマクロ会計」は 社会会計研究バルーブの 共通 

テーマとして 実質的 ン こは定着してきた げ れど 

も，上述した 研究の経緯が ， 日本会計研究学会 

・スタディー・バループの 成果であ る「企業会 

計と社会会計」 ( 昭和 46 年森山書店 ) に集録さ 

れているよ う に，外見的には 基本的テーマの 転 

換はみられなかったのであ る。 

「企業会計と 社会会計」から「，クロ 会計と 

マクロ会計」への 微妙な転換がやや 進められた 

のは， おなじ研究グルーブの 共同成果であ る 

「社会会計」 ( 昭和 55 年体系近代会計学第は 巻 中 

央経済社 ) においてであ ろう。 その序文で ，筆 

者 はこの間の状況を 次のように述べている。 

  ァ 企業計 と 社会会計」でほ ，会計学研究 

の一環として 社会会計をとりあ げること自体の 

意味を明かにすることに 焦点を合わせ ，主とし 

て英米の先駆的研究成果の 集大成につとめ ， 

く会計学一般理論への 志向 ノ とく会計 ヵリキ ， 

ラムへの社会会計の 導入 ン という 2 点に帰結す 

る 方向を提示するにとどまった。 今回は ，             

社会会計のその 後の発展を マク p . レベルと、 

クロ ・ レベルの 雨 局面でとらえることに 重点を 

おくことにした。 マクロ会計についてほ ，く 社 

会会計の展開 ノ として， 新 SNA による社会会 

計 システム，経済開発と 社会会計の役割， フラ 

ンスにお。 する会計標準化，地域社会会計等 5 つ 

の問題にしばって ，その現状と 展望を明らかに 

した。 一方， ，クロ会計については ， く 企業社 

全会計の動向 ノ として， まず社会的費用と 社会 

会計の っ ながりの究明をとおしてマクロ 会計の 

，クロ会計への 投影の必然性をとらえ ，社会責 

任会計，社会監査，企業社会原価計算等，企業 

社会会計と総称される 新しい会計領域の 動向を 

追究した。 いずれの論題からも ", クロ会計と 

マクロ会計の 連環の形成 " というテーマが 浮彫 

りされているところに ， 今回の共同研究の 結論 

があ る よう におもう " 

きわめて主観的な 見解であ るが， ここでもっ 

つ とも重要なことは「マクロ 会計の、 クロ会計 

への投影」という 問題であ る，マクロ会計レベ 

ルにおいて GNP 批判から修正社会会計や 社会 

指標がその補正手段として 開発され社会報告の 

方向が う ちだされたことはすでに 述べたが， こ 

のマクロ会計の 動向が，クロ 会計に投影するこ 

とによって企業社会会計が 出現したとみるのが 

会計という 筋ゑ ちからは穏当だ 見方だとするの 

が私見であ る。 そして， このばあ い， ，クロレ 
・ ・ ・ ・ 

ベルの企業社会会計の 感覚で社会会計というこ 

とばを使 う とすれば，マクロの 流れをマクロ 社 

会会計， ミクロの流れを ; フ p 社会会計と命名 

する方が よい ，それはほかで 屯 ない。 企業社会 

会計を企業の 枠にとどめることなく ，あ らゆる 

経済主体に社会報告を 求めなければならないと 

いう社会的要請にこたえるためにも ， また公害 

防除支出勘定にその 原型を ニ Ⅰ ボす 面会計の連 

環の形成という 観点から 屯 ・当然にでてくる 考 

え方であ る。 そして， ここまでくれば ， 「，ク 

ロ会計とマクロ 会計一は二の 研究方向の基本的 

テーマとして 定着したと判断して よ いのではな 
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いか というのが， 序文における 筆 老の感想で 

あ った。 

しかし，前述した 生態会計の基本的視点との 

からみでこのテーマの 意味を考えてみると ， ど 

うち 「マクロ会計的発想云々」というところに 

落着くのであ る。 つまり企業社会会計の 停滞と 

いう現実をふまえ ，それがわが 国の社会体制や 

企業体制と深くかかわる 問題であ ることが判明 

してくると 8,, 改めてクローズアップされてく 

るのは， 「クロ・レベルの 企業以外の経済主体 

の社会報告をもんだいにするまえに ， まずこれ 

らの経済主体の 財務報告の制度が 確立している 

かどうか，あ るいは会計制度は 存在していても 

そこに会計ほんらいの 筋がとおっているかどう 

か，その方が 先決 だ ， という論点なのであ る。 

「マクロ会計的発想云々」のさきの 発言は ，卒 

直にいえば， ，ク P 会計とマクロ 会計のこれま 

での歴史をふまえて 会計の体系 表 をながめてみ 

れば，それが 国民経済全体という 視点からおの 

ずから 浮 びあ がってくる帰結ではないか ，そし 

て ， この当然の帰結が 会計二企業会計という 会 

計観からはなかなか 出てこないのだ ， というこ 

とを指摘しているのであ る。 

「企業会計と 社会会計」から「，クロ 会計 と 

マ クコ会計」へというテーマの 転換が，国民の 

福祉や市民生活に 直結するマクロ 社会会計 や ， 

クロ社会会計の 出現をきっかけに 行われたの 

は，偶然ではない。 それは， こうした 二ュ アン 
・ ・ ・ ・ 

ス 0 社会会計の研究が 成功であ ったか不成功で 

あ ったかは別として ， ともかく会計の 発想の基 

盤が国民や市民のレベルに 根を下ろそうとして 

いることの証左であ ると考えられるのであ る。 

今回の原水コストの 調査は． このような線上で 

生態会計の基本的テーマを 探究するひとつの 具 

体的な足がかりになったといえるのであ る。 

I11.  ミクロ会計と てクコ 会計の間 

一一会計     此 の間 題 をめぐって 一 

第 2 の論点は ， さぎの発言のなかの「企業以 

外の経済主体に 会計の論理を 適用することの 有 

要件」にかかわる 問題であ る。 

水需給の会計システムの 提案者であ る原田教 

授 は， かような提案の 基盤には， ヒソ クス の い 

5 社会会計と私的会計との 間の職能論的な 問題 

が 介在することを 指摘している ， 

「社会会計は ，社会全体を 対象とするという 

意味においては 私的会計と区別されるべきであ ・ 

る 。 同時に，社会会計は 経済活動の事後的な 記 

述を役割としているに 過ぎず，私的企業におけ 

るのと同様の 職能を何ら果していないので ，両 

者は異質の存在であ るとする見方も ，社会会計 

の範囲を現行の 国民経済計算に 限定する限り ， 

あ ながち否定できない。 ・…‥異質性を 強調する 

見方の中に，企業会計的な 職能こそ会計の 木質 

を語るものであ るという主張が 含まれていると 

すれば，社会会計の 会計性を支持する 立場から 

は，社会全体を 対象とする会計のなかに 同様の 

機能を移植してゆく 努力を続けてゆく よ りほか 

はなし。 ・…‥本稿で 理念と輪郭のみを 示唆した 

水の社会会計は ，現在のところ ， ィマシ ナブル 

な一つの会計に 過ぎない。 しかしそれは ，社会 

全体の共有財産の 合理的な維持運営にとって 

も ，私的会計と 同様の職能が 不可欠であ ること 

を示しているのであ る。 」。 ， 

原田教授の提案は ，ひとつの水系を 会計単位 

と考え，そこに 何らかの形の 資本管理者として 

の経営者を想定し ， これに対する 情報提供機能 

と ，その結果として 可能となるシステム 維持機 

能を果す，企業会計とおなじょうな 役割をもつ 

会計を構想している。 これは， リトルトンが 会 

計の原型と考える 資本・利益会計の 職能をそこ 

に 期待することを 意味するのであ る。 

リトルトンは ，筆者がしばしば 言及するよう 

に， いわゆる「リトルトシ 図式」において ，次 

のような会計進化の 図式を提示している。 

        のり的 会ンデ 
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リトルト ン が，社会会計を「第 3 の再発見」 

とする論理は ， 次のようなものであ っだ。 

「会計の第 3 の再発見は， ごく最近のことで 

あ る。 この再発見が 戦争 一 不況一戦争の 副産物 

として行われたということは 多分単純すぎる 表 

現 であ るが， しかし，そこには 判然としだ関連 

があ る。 社会会計からえられる 情報は，そうし 

た情況のもとでほ ，公共政策上の 重要事項の決 

定にきわめて 有用なことが 実証されたので ， 社 

全会計と L. 、 ぅ 名称を獲得した 統計的 諸表は ，ま 

さしく，ひろい 意味での管理的データの 範 時に 

入れられるのであ る。 明らかに， こうしたデー 

タは，その用語の 特殊な意味においてのみ " 会 

計 " から得られるのであ り，その表現の 特殊な 

意味において 管理的 佳点 、 (ad ㎡ nistrativefocus) 

をもっている。 」，。 ' 

リトルトンの 社会会計 観や 「第姉の再発見」 

の論理の解釈についてはかなり 迷いながらしば 

しば論評してぎた。 しかし，今回の 調査の経験 

からは， こんな結論が 出てくるようであ る。 リ 

トルトンが「第 2 の再発見」であ る管理会計の 

なかで，企業会計の 管理可能性は 連邦政府各部 

門の管理の改善にも 適用可能であ ることが認め 

られたとこれをとくに 強調している 点を考え合 

わせると，かれは ，社会会計は 会計としては 不 

完全なところ ( たとえば ス 。 ヅク表とプ ロ一表 

の統合の不完全さのごとぎ ) もあ るが，戦争や 

恐慌のような 非常事態ではあ る種の管理的デー 

タとして役立った 実績もあ り，社会会計を 不完 

全ながら会計であ ると考えていたとする 解釈を 

再確認できる ということであ る。 さきの原田 

提案は，いわば 経済学的発想にもとづく 新しい 

会計職能の発見という 性格のものであ るが，そ 

れはリトルトン 図式の解釈についても 重要な意 

味をもつと考えられるのであ る， 

国民貸借対照表の 社会資本の項目にダムが 計 

上されたとしても ，それはダムの 現実的な資本 

維持が考慮されていることを 意味しない，それ 
ほマクロ会計の 目的が専ら経済分析にあ るから 

であ る。 しかも， ，クロ・レベルの 政府その他 

の 公的部門で資本維持の 会計手続がとられてい 

ないとすれば ， ダムの資本維持の 問題はそのま 

ま欠落してしまうのであ る。 この欠落をどこで 

どうして充足するのか ， というのがさし 当りの 

問題であ る。 もっとも，そうした 資本維持は考 

えなくともよいという 考え方も依然として 存在 

するのであ るから， まずその論 9, をよく突きつ 

めて み る必要があ ろう。 しかし，水の 間 題は ， 

終局的には，地域社会会計的に 解決されるべき 

であ り，原型としての 資本・利益会計は 地域、 

社会会計 4 国民経済計算 という方向でゆるや 

かに浸透 L. てゆくのではないたろ うか 。 

IV.  むすびにかえて 

最後の論点としては ， ，クロ会計とマクロ 会 

計とりわけ，クロ 社会会計とマクロ 社会会計に 

かかわる「生活の 質」と水資源問題をとりあ げ 

たいとおも う 。 

「生活の質」といわれる 問題が，修正社会会 

計や社会指標とのからみで 喧伝されてきたこと 

ほ周知のところであ るが， とくに「生活の 質」 

の測定については 貨幣計算はなじまないとする 

批判にはかなりきびしいものがあ る。 この問題 

ほ ついては，社会的費用の 貨幣計算による 計測 

について批判的であ った K. W. 力 ， ブ のこと 

はが傾聴に値いしよう。 

「いずれにせよ 環境上の損失を 貨幣 量 で表示 

するために，社会的費用を 直接に計算したり ， 

あ るいは公害防除の 費用やそのために 人々が支 

払ってもよいと 考える金額を 調べて間接的に 社 

会的費用を計算しようという 試みには， どうも 

賛成しかねる 点があ る。 環境保護の必要性は 単 

にこの時代の 社会に必要なものというだけでな 

く， もっと本質的で 物質的な必須条件，たとえ 

ば清浄な空気や 水，健康さらに 精神の安定とい 

った，市場の 言葉や貨幣単位で 表現できない 質 

のものを含んでいる。 だから， これらの要素を 

貨幣の量で表示しょうという 試みは，許すべか 

らざる本来の 転倒であ り，社会的決定の 回避に 
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すぎないように 私には思われる。 」 "' 

「生活の質」の 測定問題も，おなじょうに ， 

数量化できない 要素をこそ「生活の 質」と呼ぶ 

のだという批判にさらされている 事実は，やは 

り考慮すべき 問題点であ ろう。 「生活の質」を 

現実に確保するためにほ ，むしろ前項で 述べた 

ような会計職能の 再確認が先決問題ではないで 

あ ろうか。 今回の調査を 通じて痛感されるとこ 

ろであ る。 

前掲「会計」所収の 矢部論文は，いわゆる 水 

資源の上下流問題を 上下流域住民の「生活の 

質」の較差としてとらえ ，会計が地域社会会計 
的構想によって 水系内の原水コストを 平準化し 

ようとするアプローチを ，水資源の社会的原価 
計算に よ る上下流間の「生活の 質」の調整とい 

う形で把握している。 さらに一歩進んで ，世代 

間の「生活の 質」の公平な 維持のためにはダム 

の実体的な資本維持について 取替原価の採用 

が，またその 計算が実務上困難なばあ いでも， 

少くとも購買力資本維持がはかられることの 必 

要が，提案されている ， 2) 。 これらの問題は ，前 

述したよさに ，現行実務とのギャップもあ り， 

急速に結論を 出すことはできないが ，少くとも 

「生活の質」の 問題を真剣にとりあ げようとす 

れば， こうした提案の 検討を急がねばならない 

社会的現実が 目前に迫っていることを 実感する 

のであ る。 

もちろん「生活の 質」ということになれば ， 

「 水 」そのものにかんする 諸問題についてもっ 

と 幅 ひろい検討が 必要となろ う 。 そして，そこ 

からもまた生態会計にかかわる 新しい問題提起 

がなされる可能性が 充分考えられるのであ る。 

生態会計の構想について 今回の水資源調査か 

ら与えられたイン " クトは ，かなりのものであ 

った。 本稿では，その 整理の一環として ，調査 

グループの ノ ン，一の研究成果にふれつつ ，生 

態会計構築の 基本テーマであ る「，クロ会計 と 

マクロ会計」を 中心に若干の 論点をとりあ げて 

みた。 その深化については 他日を期したい。 
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; 主 

昭和 57 年秋から国土庁の 委託による水利科学研 
究所の「利水合理化調査」を 継続的に行ってい 
る。 参加者は ( 横浜国立大学 ) 合崎 堅二，河野 

正男 ( 中央大学 ) 原田富士雄，矢部活 祥 ，小口 

好昭， ( 福井工業大学 ) 小関誠三の 6 名であ る。 

昭和 55 年 3 月および昭和 59 年 3 月にそれぞれ 

「利水合理化調査報告書」を 公表しており ，昭 

和 60 年 3 月には最終報告書をまとめる 予定であ 

る。 
なお， この調査に関連する 成果の一端は ， 

「会計」昭和 58 年Ⅱ 月号 所収の下記 4 論文を参 

照 されたい。 
生態会計の構図 ( 吉崎 堅 =), 水資源問題と 

地域社会会計 ( 河野正男 ), 水の社会会計 ( 原 

田富士雄 ), 生活の質の測定と 社会的原価計算 
( 矢部清祥 ) 。 

西川義朗 著 「改訂公企業会計」昭和的年 国元 
書房 37 頁。 
前掲原田論文 43 頁。 なお基金制度の 説明は同 
論文の抄録であ る。 

前掲河野論文 29 ～ 30 頁。 

黒澤 清編 会計学辞典 昭 57 年 東洋経済新 

報社 546 頁。 
前掲拙稿「生態会計の 構図」Ⅱ 頁 。 

拙稿「スタム プ ・マーティン 講座の終焉」「 経 

理研究」 ( 中央大学経理研究所 ) 第 5 号 昭 33 年 
11 月。 

この問題にっ ; 、 ては，拙稿「日本における 企業 

社会会計のあ り方」「企業会計」 昭和 56 年 nl 月 
号を参照されたい。 

前掲原田論文 45 頁。 
A. C. Littleton, "Accounting Rediscove て ned" 
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